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温泉スタンド

ご家庭で本格的な温泉を気軽に楽しめます！
営業時間　 9時～17時　毎週水曜日が定休日です。

利用方法　セルフサービスの温泉スタンドです。20リットル100円 (50円単位で販売、

　　　　　 おつりは出ません）。浴槽200リットルにつき20リットルが目安です。

注　意　入浴後、鉄製品等は水洗いしてください。また、温泉の飲用はできません。

　　　　衛生管理のため、塩素滅菌を行っています。

所在地　ときがわ町大字大附870番地3（桃木地区八幡神社から大附方面へ約800ｍ）

問い合わせ　ときがわ町役場産業観光課　℡0493-65-1532（直通）
有料広告募集中　 ご覧いただいている広報ときがわを、あなたのお店やイベントの宣伝に役立てませんか？　☎ 65-0401
配布部数　月約 4,000 部　　　発行日　毎月第 4 金曜日　　　 広告料　1 段 /20,000 円　　1 段の 2 分の 1/10,000 円
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　国の慰霊巡拝
厚生労働省では、戦没者を慰霊するため、旧
主要戦域や遺骨帰還のできない海上におい
て、遺族を主体とした慰霊巡拝を実施してい
ます。また、旧ソ連及びモンゴル地域におい
ては、強制抑留中に亡くなられた方々の埋葬
地の慰霊巡拝を実施しています。旅費は参加
者の負担ですが、国から所要額のおおむね 3
分の 1 の補助があります。
埼玉県 HP「国の慰霊巡拝について」
h t tp : / /www.p re f . s a i t ama . l g . j p /
a0602/910-20091208-66.html

対象     埼玉県在住で、慰霊巡拝を行う戦域
における戦没者のご遺族

　　　　   （配偶者（再婚した者を除く）、子、父母、兄
弟姉妹、参加する遺族（子・兄弟姉妹）の配
偶者、戦没者の孫、戦没者の甥・姪）

注意     参加するご遺族は政府派遣団の一員
として団体行動が基本原則となり、個
人行動は制約されます。肉親の戦没
地点の慰霊のみや合同追悼式のみの
参加は認められません。また、通常
の外国旅行よりも肉体的に負担がか
かりますので、健康状態を理由に参
加をご遠慮いただく場合があります。

申込み・ 問   埼玉県社会福祉課 援護恩給担
当 ☎ 048-830-3286

　令和2年4月から
　ごみの出し方が変わります

廃棄プラスチックの
出す日が変わります

令和 2 年 4 月以降は、第４土曜日に廃棄プ
ラスチックを出さないでください。

スプレー缶の
出す日と出し方が変わります

【新しい出し方】
  中身を使い切り、可能な限りキャップ、
ラベルは取り外してから出してください。
中身を使い切ることが困難な場合はお問
い合わせください。
 穴はあけずに出すことができます。
  ビニール袋等には入れずに、コンテナか
ごに直接出してください。

問   建設環境課 環境担当 ☎ 65-0814

廃プラ
第 4 土曜日

スプレー缶（金属類）
第 3 木曜日

廃プラ
第 2 水曜日

スプレー缶（有害ごみ）
第 4 木曜日

　学生納付特例制度の
　申請受付を開始します

「学生納付特例制度」とは、学生本人の所得
が一定額以下のとき、申請により国民年金保
険料の納付が猶予される制度です。令和２年
４月１日より、令和２年度学生納付特例制度
の申請受付を開始します。
対象者  
　 学校教育法に規定する大学（大学院）、短

期大学、高等学校、高等専門学校、専修学
校及び各種学校（修業年限１年以上である
課程）に在学する学生等で、本人の前年所
得が次の計算式で計算した金額以下である
ことが条件です。

　【所得の目安】
　118 万円＋（扶養親族等の数× 38 万円）
申請に必要なもの  
　  学生証（コピーの場合は両面）または

在学証明書　  印鑑　  年金手帳

申請先  
　役場町民課　または　川越年金事務所

審査結果  
　日本年金機構から郵送されます。

承認期間  
　令和２年４月から令和３年３月まで
　※ 令和元年度に学生納付特例の承認を受けた方

で、令和２年度も引き続き同一の学校に在学予
定の方には、4 月上旬に日本年金機構からハガ
キ形式の学生納付特例申請書が送付されますの
で、必要事項を記入し、日本年金機構に返送す
るだけで申請が済みます（この場合、学生証の
写しまたは在学証明書の添付は不要です）。

問   町民課 ☎ 65-0812
問  川越年金事務所 ☎ 049-242-2657

    スポーツ協会空手道部より　
   空手教室を開催します
参加費は無料です。運動のできる服装で、直
接会場へお越しください。

対象    小学生以上

日時    4 月 4 日、11 日、18 日、25 日
　　　  （いずれも土曜日）17時30分～19時

場所    体育センター（せせらぎホール）

問  ときがわ町スポーツ協会空手道部 小峯
　　☎ 080-5012-3086
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